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業務２「駐日外交団受入事業（駐日外交団地方視察ツアー）」実施業務委託 
公募型プロポーザル審査基準 

 
 

 ・次の基準に基づき審査を行い、最も優れた提案者と次点の者を決定する。 
 ・なお、同点となった場合は、見積金額が最も低い事業者を選定する。 
 

項 目 審査の視点 配点 

事業目的 ・企画提案が事業目的を達成できる内容になっているか。 10 

業務遂行能力 

・業務を遂行する上で、必要な専門知識や技術を有し、十分
な業務処理体制や要員が適切に計画されているか。 

10 

・過去に同様の業務・事業に取り組んだ実績があり、今回の
業務を実施する上で豊富な経験を有しているか。 

10 

ツアー・歓迎
レセプション
業務共通 

・参加者の役職、国籍、宗教や食文化等に配慮した適切な計
画、内容となっているか。 

10 

・役割分担及び人員体制が、業務を円滑に遂行できるものと
なっているか。 

10 

・業務を効率的かつ効果的に実施できる全体スケジュールと
なっているか。 

10 

・歓迎レセプションは本県の多様な食文化や観光、特産品等
を十分に PR できる内容になっているか。 

10 

歓迎レセプシ
ョン業務 

・新潟県全体及び長岡市、小千谷市の魅力が伝わるような企
画・演出となっているか。 

10 

関連調整業務 
・企画提案が業務１「世界錦鯉サミット 2026」関連事業実
施業務委託との関連調整がとれるものになっているか。 

10 

見積金額 ・企画提案内容に対して、妥当な見積額となっているか。 10 

合  計 100 

 
 
【採点基準】 

基準 
非常に 

優れている 
優れている 

普通 
(中位点) 

やや劣る 劣る 記載なし 

配点10点 10点 ８点 ６点 ４点 ２点 ０点 

 


